
  

  

この調査方法は、共通評価項目による調査の実施が難しい利用者に対しても、引き続き利用者本人

にアプローチする調査は必要であるという考え方に基づいて、東京都の第三者評価で定めている調査

です。 

ただし、利用者と職員のかかわりについて、評価機関と事業者の双方のコメントから、間接的に利

用者の様子を浮かび上がらせることに留まるため、共通評価項目による調査の補完的位置づけの調査

方法です。そのため、必ず共通評価項目による調査と併用して実施します。 

 

（（１１））場場面面観観察察方方式式ととはは  

  

  
 
 
 
 

場面観察方式は、共通評価項目による直接的な調査の実施が難しい利用者が多いと想定さ

れるサービスで実施します。その際には、家族等に対するアンケート方式（以下、「家族ア

ンケート方式」という）も併せて実施します。  

入所系サービスにおける共通評価項目による調査で、有効回答者数が３未満になった場合

は、共通評価項目による調査実施後に場面観察方式を実施します。  

   

（（２２））場場面面観観察察方方式式のの調調査査結結果果ととししてて公公表表すするるもものの  

場面観察方式では、①「調査時に観察した様々な場面の中で、調査の視点に基づいて評価

機関が選定した場面」と、②「選定した場面から評価機関が読み取った利用者の気持ちの変

化」、③「「評価機関としての調査結果」に対する事業者のコメント」（事業者コメント）の３

点を調査結果として公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５ 利用者と職員のかかわりの場面から利用者の様子を浮かび

上がらせる調査（場面観察方式） 

「「調調査査時時にに観観察察ししたた利利用用者者のの日日常常生生活活のの中中でで発発すするるササイインン（（呼呼びびかかけけ、、声声ななきき呼呼びびかかけけ、、

ままななざざしし等等））にに対対すするる職職員員ののかかかかわわりりににつついいててのの評評価価機機関関ののココメメンントトとと、、そそれれにに対対すするる

事事業業者者のの考考ええ方方やや姿姿勢勢にに関関すするるココメメンントトかからら利利用用者者のの様様子子をを浮浮かかびび上上ががららせせるる方方式式」」  

◇ 場面観察方式の調査結果の構成 

① 調査時に観察した様々な場面の中で、調査の視点に基づいて評価機関が選定

した場面 

② 選定した場面から評価機関が読み取った利用者の気持ちの変化 

③「評価機関としての調査結果」に対する事業者のコメント（事業者コメント） 
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（（３３））場場面面観観察察方方式式ににおおけけるる「「調調査査のの視視点点」」  

場面観察方式では、調査者が適切な調査結果を導き出せるように、以下の視点を定めてい

ます。 

 

調調査査のの視視点点 「「日日常常生生活活※※１１のの中中でで利利用用者者がが発発すするるササイインン※※２２（（呼呼びびかかけけ、、声声ななきき呼呼びびかかけけ、、

ままななざざしし等等※※３３））ととそそれれにに対対すするる職職員員ののかかかかわわりり」」及及びび「「そそののかかかかわわりりにに  

よよるる利利用用者者のの気気持持ちちのの変変化化」」  

 

      調査の視点は、実際の調査時や合議の際など、様々なプロセスで重要な視点です。 

 

      ※１ 日常生活とは、「調査のために特別に設定された利用者と職員のかかわりの場

面」ではなく、「利用者の通常の生活における利用者と職員のかかわりの場面」

を観察することを指しています。 

 

※２ 「利用者が発するサイン」とは、利用者が欲求をあらわす行為、伝える行為

等、現状からの変化や同調を望むアクションのことです。 

 

※３ 利用者の発するサインは、言語（音声）による伝達行為のみでなく、利用者

個別の状況に応じた行動・行為による呼びかけ（表情、まなざし、瞬き、息遣

い等）も含みます。 

 

（（４４））場場面面観観察察方方式式をを実実施施すするるパパタターーンン  

場面観察方式を実施するパターンには、以下の２つのパターンがあります。 

認知症対応型共同生活介護

パ
タ
ー
ン
１

パ
タ
ー
ン
２

福祉型障害児入所施設（旧第二種自閉症児施設)

児童発達支援センター（旧福祉型児童発達支援センター(主たる利用者
が重症心身障害児または肢体不自由児）)共通評価項目による直

接的な調査の実施が難
しい利用者が多いと想
定されるサービス種別に
おいて実施（右記１２
サービスに規定）

共通評価項目による調査実施（入所系サービスに限る）で、有効回答者数が３未満になった場合に
実施

※この１２サービスについては、家族アンケート方式も設定

認知症対応型通所介護

生活介護（主たる利用者が重症心身障害者）

乳児院
医療型障害児入所施設（旧重症心身障害児施設）

児童発達支援センター（旧医療型児童発達支援センター（主たる利用者
が重症心身障害児または肢体不自由児）)
児童発達支援事業（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

障害児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

福祉型障害児入所施設（旧知的障害児施設）

放課後等デイサービス（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）
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５ 利用者と職員のかかわりの場面から利用者の様子を浮かび

上がらせる調査（場面観察方式） 
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（（３３））場場面面観観察察方方式式ににおおけけるる「「調調査査のの視視点点」」  

場面観察方式では、調査者が適切な調査結果を導き出せるように、以下の視点を定めてい

ます。 
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      調査の視点は、実際の調査時や合議の際など、様々なプロセスで重要な視点です。 
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面」ではなく、「利用者の通常の生活における利用者と職員のかかわりの場面」

を観察することを指しています。 
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等、現状からの変化や同調を望むアクションのことです。 
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個別の状況に応じた行動・行為による呼びかけ（表情、まなざし、瞬き、息遣

い等）も含みます。 
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SSTTEEPP
参参
照照
頁頁

場場面面観観察察方方式式 家家族族アアンンケケーートト方方式式
関関連連すするる全全体体
ススケケジジュューールル

22 111155

33 111177

44 111199

事事
前前
分分
析析

訪訪
問問
調調
査査

合合
議議

フフ
ィィ
ーー

ドド

ババ
ッッ

クク

※網掛けは標準調査票が活用できる事項です。

（（５５））場場面面観観察察方方式式のの調調査査のの流流れれ（（予予めめ場場面面観観察察方方式式がが設設定定さされれてていいるるササーービビスス））とと評評価価全全体体のの流流れれ

事事
前前
準準
備備

評評
価価
結結
果果
のの

まま
とと
めめ

11

調調
査査
実実
施施

55

111144

112200

自己評価票の配付

調査票回収・集計

職員に対する事前説明

調査票作成、発送準備

・評価結果（案）（利用者調査結果を含む）について、事業者と評価機関が最終確認
・必要に応じて内容を修正し、再提出

調査票発送実地調査の実施
各評価者が利用者と職員のかかわりの場

面とそのかかわりによる利用者の気持ちの
変化を書き留めておきます。

（調査シートが活用できます。）

場面観察方式に関する合議
評価機関としての調査結果をまとめます。

（調査結果記載シートが活用できます。）

事業者コメントの記載依頼

フィードバックレポート及び評価結果報告書の作成

利用者・家族に対する事前説明

事業者との事前協議（調査方法・スケジュールの確認）

調査対象となる利用者に関する留意事項を
事業者と協議（留意事項記載シートが活用
できます。）

留意事項を評価者同士で確認、共有

結果の報告

調査票回収・集計場面観察方式の調査結果完成

調査票作成、発送準備

５５

評評
価価
全全
体体
のの
流流
れれ
のの
中中
でで
のの
調調
査査
結結
果果
のの
まま
とと
めめ

事 前 送 付

・利用者調査全体のコメントを検討

・利用者調査結果を事業評価に活用

【ここからは利用者調査と事業評価の両方のプロセスになります】

・家族アンケート方式の調査結果のフィードバック
内容を検討、作成

・訪問調査で確認すべき事項の抽出

事業評価結果反 映

・場面観察方式の調査結果のフィードバッ
ク内容を検討・作成
（調査結果記載シートが活用できます。）

 

○ 調査方法等の具体的な実施について、事業者と十分に協議する 

○ 実地での調査となるため、利用者の状況や事業者の特徴等を事前に十分に把握する 

STEP１ 事前準備                                      

《ポイント》 

 

 

 

（（１１））事事業業者者へへのの事事前前説説明明  

     場面観察方式は、機構で独自に定めている調査方法です。 

     そのため、場面観察方式の意義や具体的な調査方法について、十分に事業者に説明してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

（（２２））利利用用者者等等へへのの事事前前説説明明  

     利用者等への説明の実施や同意の取得方法について、事業者と協議します。 

     調査内容の説明と同意の取得については、プライバシー保護や不信感の排除の観点から、

原則として第三者評価を受審する事業者から利用者等に対して行います。（評価者が突然訪

問したり、事業所からの説明がない場合、納得が得られません。） 

場面観察方式の対象となる利用者への説明実施や同意確認が困難な場合には、家族や後見

人等に承諾を得ることになります。 

 

（（３３））利利用用者者のの状状況況等等のの事事前前把把握握  

     調査においては、対象となるフロアやユニットの利用者の状況に関し、配慮が必要な事項

や利用者のサインとして着目してほしい事項等について事前に把握することが重要です。 

     さらに、利用者の意向を把握するうえで職員が心がけていることやかかわり方等も事前に

情報収集しておくことが、よりよい調査結果を導き出すための重要なポイントになります。 

     その際、事業者側にスムーズに記載を依頼できるよう、標準調査票に「留意事項記載シー

ト」があります。（P.121 参照） 

     ただし、この段階では利用者の個人情報に関わる部分は記載してもらわないようにします。 

 

 

 

 

 

 ① 調査の目的・意義 

 ② 実施方法（スケジュール、調査内容、調査実施場面、評価者の専門性や人数） 

③ 結果報告に関すること（フィードバック内容や公表内容） 

④ 使用する調査票の種類 

説明事項 

① 利用者の個人情報保護の観点から、入手する利用者の情報は、必要最小限に抑える 

② 「留意事項記載シート」は調査実施時限定で使用し、調査終了時に必ず事業者に返却する 

留意事項の取り扱いについて 
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○ 調査方法等の具体的な実施について、事業者と十分に協議する

○ 実地での調査となるため、利用者の状況や事業者の特徴等を事前に十分に把握する

STEP１ 事前準備

《ポイント》 

（（１１））事事業業者者へへのの事事前前説説明明

場面観察方式は、機構で独自に定めている調査方法です。

そのため、場面観察方式の意義や具体的な調査方法について、十分に事業者に説明してく

ださい。 

（（２２））利利用用者者等等へへのの事事前前説説明明

利用者等への説明の実施や同意の取得方法について、事業者と協議します。

 調査内容の説明と同意の取得については、プライバシー保護や不信感の排除の観点から、

原則として第三者評価を受審する事業者から利用者等に対して行います。（評価者が突然訪

問したり、事業所からの説明がない場合、納得が得られません。） 

場面観察方式の対象となる利用者への説明実施や同意確認が困難な場合には、家族や後見

人等に承諾を得ることになります。 

（（３３））利利用用者者のの状状況況等等のの事事前前把把握握

調査においては、対象となるフロアやユニットの利用者の状況に関し、配慮が必要な事項

や利用者のサインとして着目してほしい事項等について事前に把握することが重要です。 

 さらに、利用者の意向を把握するうえで職員が心がけていることやかかわり方等も事前に

情報収集しておくことが、よりよい調査結果を導き出すための重要なポイントになります。 

 その際、事業者側にスムーズに記載を依頼できるよう、標準調査票に「留意事項記載シー

ト」があります。（P.121 参照）

ただし、この段階では利用者の個人情報に関わる部分は記載してもらわないようにします。 

① 調査の目的・意義

② 実施方法（スケジュール、調査内容、調査実施場面、評価者の専門性や人数）

③ 結果報告に関すること（フィードバック内容や公表内容）

④ 使用する調査票の種類

説明事項 

① 利用者の個人情報保護の観点から、入手する利用者の情報は、必要最小限に抑える

② 「留意事項記載シート」は調査実施時限定で使用し、調査終了時に必ず事業者に返却する

留意事項の取り扱いについて 
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○ 利用者や事業者の負担にならない範囲で実際の利用者と職員のかかわりの場面を観察する

○ 各評価者が「調査の視点」に基づいて、利用者の発するサインに着目しながら調査する

STEP２ 調査実施①実地調査 

《ポイント》 

（（１１））調調査査開開始始前前のの留留意意事事項項のの確確認認

利用者の個人情報に関わる留意事項については、調査日当日に事業者から確認するように

し、調査開始前までに共有します。

（（２２））実実地地調調査査のの実実施施

調査は基本的には同一の場面を複数の評価者で観察します。

この後にＳＴＥＰ３「調査実施②場面観察方式に関する合議」を行うため、利用者の状況

や職員とのかかわりについての全体的なイメージを構築していくことが重要です。

（（３３））各各評評価価者者がが記記録録すすべべきき事事項項

実地調査の段階では、各評価者が調査の視点「日常生活の場面で利用者が発するサイン（呼

びかけ、声なき呼びかけ、まなざし等）とそれに対する職員のかかわり」及び「そのかかわ

りによる利用者の気持ちの変化」に基づいて、調査します。

調査においては、以下の２点を記録します。記録にあたっては、標準調査票の「場面観察

方式調査シート」（P.122 参照）が活用できます。 
ただし、利用者や事業者の状況によっては、調査時にメモをとることが望ましくない場合

があるため、調査後速やかに記録できるようにしておく必要があります。

① 利用者の発したサインとそれに対する職員のかかわり

利用者が発するサインを起点として、その前後の職員のかかわりや利用者の様子など

を客観的に記録します。

 ここではできるだけ評価者の主観を排除し、利用者や職員の具体的な言動等を見たま

まに記録します。

② サインとかかわりから評価者が読み取った利用者の気持ちの変化

調査時に観察した場面において、利用者の意向発信やそれに対する職員のかかわりが

利用者の意向にどのように影響し、利用者の気持ちがどのように変化したのかを推察し

た結果を、評価者として感じたこととして記録します。 

○ これらの①と②の事項を評価者ごとに複数記録し、次のＳＴＥＰ３「調査実施②場面観察方式

に関する合議」で活用します。

○ 各評価者が記録すべき事項のスキーム

利用者の

サイン

サインを発している利用者への

事業者（職員）のかかわり

「かかわらない」というかかわ

りもあります！

①「利用者の発したサインとそれに対する職員のかかわり」を客観的に記録

かかわりの結果、利用者

の気持ちがどう変化し

たのかを推測

②「サインとかかわりから評価者が読み取った利用者の気持ちの変化」を記録
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○ 利用者や事業者の負担にならない範囲で実際の利用者と職員のかかわりの場面を観察する 

○ 各評価者が「調査の視点」に基づいて、利用者の発するサインに着目しながら調査する 

STEP２ 調査実施①実地調査                               

《ポイント》 

 

 

 

（（１１））調調査査開開始始前前のの留留意意事事項項のの確確認認  

     利用者の個人情報に関わる留意事項については、調査日当日に事業者から確認するように

し、調査開始前までに共有します。 
 

（（２２））実実地地調調査査のの実実施施  

     調査は基本的には同一の場面を複数の評価者で観察します。 
     この後にＳＴＥＰ３「調査実施②場面観察方式に関する合議」を行うため、利用者の状況

や職員とのかかわりについての全体的なイメージを構築していくことが重要です。 
 

（（３３））各各評評価価者者がが記記録録すすべべきき事事項項  

実地調査の段階では、各評価者が調査の視点「日常生活の場面で利用者が発するサイン（呼

びかけ、声なき呼びかけ、まなざし等）とそれに対する職員のかかわり」及び「そのかかわ

りによる利用者の気持ちの変化」に基づいて、調査します。 
調査においては、以下の２点を記録します。記録にあたっては、標準調査票の「場面観察

方式調査シート」（P.122 参照）が活用できます。 
ただし、利用者や事業者の状況によっては、調査時にメモをとることが望ましくない場合

があるため、調査後速やかに記録できるようにしておく必要があります。 
 

① 利用者の発したサインとそれに対する職員のかかわり 
       利用者が発するサインを起点として、その前後の職員のかかわりや利用者の様子など

を客観的に記録します。 
       ここではできるだけ評価者の主観を排除し、利用者や職員の具体的な言動等を見たま

まに記録します。 
 
     ② サインとかかわりから評価者が読み取った利用者の気持ちの変化 

調査時に観察した場面において、利用者の意向発信やそれに対する職員のかかわりが

利用者の意向にどのように影響し、利用者の気持ちがどのように変化したのかを推察し

た結果を、評価者として感じたこととして記録します。 

 
 
 
 
 

 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○ これらの①と②の事項を評価者ごとに複数記録し、次のＳＴＥＰ３「調査実施②場面観察方式

に関する合議」で活用します。 
 

 
 

 

 
○ 各評価者が記録すべき事項のスキーム 

利用者の 

サイン 

サインを発している利用者への

事業者（職員）のかかわり 

「かかわらない」というかかわ

りもあります！ 

①「利用者の発したサインとそれに対する職員のかかわり」を客観的に記録 

 

かかわりの結果、利用者

の気持ちがどう変化し

たのかを推測 

 

②「サインとかかわりから評価者が読み取った利用者の気持ちの変化」を記録 
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○ 実地調査が終わった段階で、各評価者がそれぞれ個別の結果から利用者や職員のかかわりを 

イメージしておく 

○ 合議は実地調査を行った評価者全員で実地調査後速やかに行う 

STEP３ 調査実施②場面観察方式に関する合議                    

《ポイント》 

 

 

 

 

（（１１））場場面面観観察察方方式式ににおおけけるる「「合合議議」」のの意意義義  

場面観察方式は、評価機関と事業者のコメントから利用者の様子を浮かび上がらせる調査

であり、調査結果には、評価機関としてのコメントを記載する必要があります。  

その際には、一人の評価者のコメントではなく、実際に調査を行った評価者同士で、事業

所の特色や、実際の利用者と職員のかかわりが利用者の気持ちにどのような影響を与え、調

査時の利用者の意向がどのように変化したのかを話し合い、評価機関としてのコメントを作

成していく必要があります。 
これは、一人の評価者が観察した場面だけでは、個人の経験や主観に基づく調査結果とな

ることがあり、客観的な調査結果といえない場合があるためです。 
複数の評価者が様々な場面をみる過程で導き出される「利用者の様子」を可能な限り客観

的にまとめ、評価機関の総意としての調査結果にしていくことが重要です。 
 

（（２２））合合議議ににおおけけるる調調査査結結果果のの導導きき出出しし方方  

調査結果を導き出す際には、場面観察方式による調査の全ての過程から導き出された、利

用者の様子やそれを踏まえた事業者の雰囲気や印象、事業者や都民に対して利用者の様子が

伝わりやすいと思われる場面、利用者の様子と職員のかかわりが明確に表現できる場面など

を抽出し、調査結果として選定する場面について、様々な視点で話し合います。  

調査結果をまとめるにあたり、調査時に観察した場面において、職員のかかわりにより利

用者の気持ちがどのように変化したのかを合議することで、その時点の利用者の様子を浮か

び上がらせ、評価者個人の調査結果ではなく、評価機関としての調査結果を導き出すことが

できます。  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（（３３））合合議議のの具具体体的的なな流流れれ  

② 各評価者が記録し

た事例を確認・共有 

③ 利用者の様子や全

体のイメージを共有 

④ 評価機関として調

査結果とする事例を

選定 

⑤ 評価機関としての

調査結果を作成 

○ 各評価者が「利用者の発したサインとそれに対する職員の

かかわり」と「サインとかかわりから評価者が読み取った利

用者の気持ちの変化」を文書に落とし込み、合議の準備をす

る。 
（「場面観察方式調査シート」が活用できます。） 

○ 観察した場面（同じ場面を見ていない場合等を含む）につ

いて、お互いに質疑応答を行い、調査した場面をイメージで

きるようにする。 

○ 利用者のサインがどのようなものだったか、職員はどうか

かわっていたか、そのかかわりを通して、利用者の気持ちが

どのように変化していたかを話し合う。 
○ 利用者の状況や職員とのかかわりについての全体的なイメ

ージなどを話し合う。 

○ 上記で選定した場面を、評価機関の総意に基づいて調査結

果報告としてまとめる。 
  （「場面観察方式調査結果記載シート」が活用できます。） 
○ 報告書に記載しない他の場面等は事業者へのフィードバッ

ク事項としてまとめておく。 

● 選定の基準 
③で話し合った内容をもとに、以下の基準で選定します。 
・ 利用者の様子を体現しているか 
・ 場面の切り取りが客観的で、読み手に伝わりやすいか 

① 合議のための事前

準備 
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○ 実地調査が終わった段階で、各評価者がそれぞれ個別の結果から利用者や職員のかかわりを 

イメージしておく 

○ 合議は実地調査を行った評価者全員で実地調査後速やかに行う 

STEP３ 調査実施②場面観察方式に関する合議                    

《ポイント》 

 

 

 

 

（（１１））場場面面観観察察方方式式ににおおけけるる「「合合議議」」のの意意義義  

場面観察方式は、評価機関と事業者のコメントから利用者の様子を浮かび上がらせる調査

であり、調査結果には、評価機関としてのコメントを記載する必要があります。  

その際には、一人の評価者のコメントではなく、実際に調査を行った評価者同士で、事業

所の特色や、実際の利用者と職員のかかわりが利用者の気持ちにどのような影響を与え、調

査時の利用者の意向がどのように変化したのかを話し合い、評価機関としてのコメントを作

成していく必要があります。 
これは、一人の評価者が観察した場面だけでは、個人の経験や主観に基づく調査結果とな

ることがあり、客観的な調査結果といえない場合があるためです。 
複数の評価者が様々な場面をみる過程で導き出される「利用者の様子」を可能な限り客観

的にまとめ、評価機関の総意としての調査結果にしていくことが重要です。 
 

（（２２））合合議議ににおおけけるる調調査査結結果果のの導導きき出出しし方方  

調査結果を導き出す際には、場面観察方式による調査の全ての過程から導き出された、利

用者の様子やそれを踏まえた事業者の雰囲気や印象、事業者や都民に対して利用者の様子が

伝わりやすいと思われる場面、利用者の様子と職員のかかわりが明確に表現できる場面など

を抽出し、調査結果として選定する場面について、様々な視点で話し合います。  

調査結果をまとめるにあたり、調査時に観察した場面において、職員のかかわりにより利

用者の気持ちがどのように変化したのかを合議することで、その時点の利用者の様子を浮か

び上がらせ、評価者個人の調査結果ではなく、評価機関としての調査結果を導き出すことが

できます。  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（（３３））合合議議のの具具体体的的なな流流れれ  

② 各評価者が記録し

た事例を確認・共有 

③ 利用者の様子や全

体のイメージを共有 

④ 評価機関として調

査結果とする事例を

選定 

⑤ 評価機関としての

調査結果を作成 

○ 各評価者が「利用者の発したサインとそれに対する職員の

かかわり」と「サインとかかわりから評価者が読み取った利

用者の気持ちの変化」を文書に落とし込み、合議の準備をす

る。 
（「場面観察方式調査シート」が活用できます。） 

○ 観察した場面（同じ場面を見ていない場合等を含む）につ

いて、お互いに質疑応答を行い、調査した場面をイメージで

きるようにする。 

○ 利用者のサインがどのようなものだったか、職員はどうか

かわっていたか、そのかかわりを通して、利用者の気持ちが

どのように変化していたかを話し合う。 
○ 利用者の状況や職員とのかかわりについての全体的なイメ

ージなどを話し合う。 

○ 上記で選定した場面を、評価機関の総意に基づいて調査結

果報告としてまとめる。 
  （「場面観察方式調査結果記載シート」が活用できます。） 
○ 報告書に記載しない他の場面等は事業者へのフィードバッ

ク事項としてまとめておく。 

● 選定の基準 
③で話し合った内容をもとに、以下の基準で選定します。 
・ 利用者の様子を体現しているか 
・ 場面の切り取りが客観的で、読み手に伝わりやすいか 

① 合議のための事前

準備 
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○ 場面観察方式に関する合議で作成した評価機関としての調査結果をもとに、事業者にコメント

記載を依頼する 

○ 事前分析の前までに調査結果を完成させるために、合議後速やかに作成を依頼する

STEP４ 「評価機関としての調査結果」に対する事業者のコメントの記載依頼

《ポイント》 

（（１１））「「評評価価機機関関ととししててのの調調査査結結果果」」にに対対すするる事事業業者者ののココメメンントト  

場面観察方式は、評価機関と事業者の双方のコメントから利用者の様子を浮かび上がらせ

る調査であるため、事業者の視点で「評価機関としての調査結果」に対してコメントすること

が重要です。  

（（２２））標標準準調調査査票票のの活活用用

ＳＴＥＰ３の合議で評価機関としてまとめた調査結果をもとに、事業者コメントの記載依

頼を行います。 

その際には、標準調査票である、「場面観察方式調査結果記載シート」（P.123 参照）が活用

できます。事業者コメント記載の主旨や事前の説明と併せて使用してください。 

（（３３））事事業業者者かかららのの提提出出

場面観察方式は、①調査時に観察した様々な場面の中で、調査の視点に基づいて評価機関

が選定した場面、②選定した場面から評価機関が読み取った利用者の気持ちの変化、③「評

価機関としての調査結果」に対する事業者のコメントの３点が揃って調査結果といえます。

このことから、第三者評価全体のプロセスにおける「事前分析」を実施する時点まで

に、以上の３点が揃っている必要があります。

STEP５ 評価全体の流れの中での調査結果のまとめ

ＳＴＥＰ４までの作業が完了したら、第三者評価全体の流れと併せて利用者調査の調査結果をま

とめていきます。各段階で留意しておくと良い事項は以下のとおりです。 

（（１１））事事前前分分析析

訪問調査に向けて、場面観察方式のフィードバック内容を検討し、訪問調査に向けたフィー

ドバックレポートを作成します。また、家族アンケート方式の訪問調査時のフィードバック内容

についても併せて検討します。 

（（２２））訪訪問問調調査査

事前分析でまとめあげた、家族アンケート方式と場面観察方式の調査結果を併せ、利用者調

査結果としてフィードバックを行います。その際、場面観察方式の調査結果について、評価機

関としての選定の考え方等を事業者に伝えます。また、ＳＴＥＰ４で収集した事業者コメント

について、記載内容についての事業者の考え方などを聴いておきます。 

（（３３））合合議議及及びび評評価価結結果果報報告告書書のの作作成成

訪問調査で確認した事項を含め、家族アンケート方式と場面観察方式の利用者調査結果を事

業評価に活用するための合議を行います。また、「利用者調査全体のコメント」の記載内容につ

いても併せて検討します。家族アンケート方式や場面観察方式の結果の概要等について、調査

結果を補完する情報を記載していきます。評価結果報告書に記載しきれない情報等は、フィー

ドバックレポートにまとめます。 

（（４４））フフィィーードドババッッククとと公公表表同同意意

上記（３）で作成した「フィードバックレポート」及び「評価結果報告書」を用いて、評価

結果報告と併せて場面観察方式及び家族アンケート方式の調査結果についても改めて報告しま

す。報告した評価結果について、事業者から公表の同意をとります。 

場面観察方式の調査結果の考え方

場面観察方式の実施プロセスでは、評価者一人ひとりが「調査の視点」に基づいて観察し

てきた切り取った場面と、それに対して感じたことの情報が集められます。その集められた

情報について合議で内容を分析し、利用者と事業者のかかわりを評価機関としてまとめるこ

とになります。

しかしながら、ここで得られた結果はあくまでも切り取られた一場面から導き出された評

価機関としての結果に過ぎません。そのため、事業者側からもコメントをもらい、それを併

記することで、間接的に利用者の様子を浮かび上がらせていきます。 
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○ 場面観察方式に関する合議で作成した評価機関としての調査結果をもとに、事業者にコメント 

記載を依頼する 

○ 事前分析の前までに調査結果を完成させるために、合議後速やかに作成を依頼する 

STEP４ 「評価機関としての調査結果」に対する事業者のコメントの記載依頼  
 

《ポイント》 

 

 

 

 

（（１１））「「評評価価機機関関ととししててのの調調査査結結果果」」にに対対すするる事事業業者者ののココメメンントト  

場面観察方式は、評価機関と事業者の双方のコメントから利用者の様子を浮かび上がらせ

る調査であるため、事業者の視点で「評価機関としての調査結果」に対してコメントすること

が重要です。  

   

（（２２））標標準準調調査査票票のの活活用用  

    ＳＴＥＰ３の合議で評価機関としてまとめた調査結果をもとに、事業者コメントの記載依

頼を行います。 

    その際には、標準調査票である、「場面観察方式調査結果記載シート」（P.123 参照）が活用

できます。事業者コメント記載の主旨や事前の説明と併せて使用してください。 

 

（（３３））事事業業者者かかららのの提提出出  

     場面観察方式は、①調査時に観察した様々な場面の中で、調査の視点に基づいて評価機関

が選定した場面、②選定した場面から評価機関が読み取った利用者の気持ちの変化、③「評

価機関としての調査結果」に対する事業者のコメントの３点が揃って調査結果といえます。 
このことから、第三者評価全体のプロセスにおける「事前分析」を実施する時点まで

に、以上の３点が揃っている必要があります。 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP５ 評価全体の流れの中での調査結果のまとめ                 

ＳＴＥＰ４までの作業が完了したら、第三者評価全体の流れと併せて利用者調査の調査結果をま

とめていきます。各段階で留意しておくと良い事項は以下のとおりです。 

 

（（１１））事事前前分分析析  

訪問調査に向けて、場面観察方式のフィードバック内容を検討し、訪問調査に向けたフィー

ドバックレポートを作成します。また、家族アンケート方式の訪問調査時のフィードバック内容

についても併せて検討します。 

 

（（２２））訪訪問問調調査査  

事前分析でまとめあげた、家族アンケート方式と場面観察方式の調査結果を併せ、利用者調

査結果としてフィードバックを行います。その際、場面観察方式の調査結果について、評価機

関としての選定の考え方等を事業者に伝えます。また、ＳＴＥＰ４で収集した事業者コメント

について、記載内容についての事業者の考え方などを聴いておきます。 

 

（（３３））合合議議及及びび評評価価結結果果報報告告書書のの作作成成  

訪問調査で確認した事項を含め、家族アンケート方式と場面観察方式の利用者調査結果を事

業評価に活用するための合議を行います。また、「利用者調査全体のコメント」の記載内容につ

いても併せて検討します。家族アンケート方式や場面観察方式の結果の概要等について、調査

結果を補完する情報を記載していきます。評価結果報告書に記載しきれない情報等は、フィー

ドバックレポートにまとめます。 

 

（（４４））フフィィーードドババッッククとと公公表表同同意意  

上記（３）で作成した「フィードバックレポート」及び「評価結果報告書」を用いて、評価

結果報告と併せて場面観察方式及び家族アンケート方式の調査結果についても改めて報告しま

す。報告した評価結果について、事業者から公表の同意をとります。 

 

 

 

 

 

 

 

場面観察方式の調査結果の考え方 

 

場面観察方式の実施プロセスでは、評価者一人ひとりが「調査の視点」に基づいて観察し

てきた切り取った場面と、それに対して感じたことの情報が集められます。その集められた

情報について合議で内容を分析し、利用者と事業者のかかわりを評価機関としてまとめるこ

とになります。 
しかしながら、ここで得られた結果はあくまでも切り取られた一場面から導き出された評

価機関としての結果に過ぎません。そのため、事業者側からもコメントをもらい、それを併

記することで、間接的に利用者の様子を浮かび上がらせていきます。 
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Ⅳ．調査実施全体に
関して、評価者に留
意して欲しい事項・
希望する事項等

･調査時の服装は、軽装でお願いします。（スーツ、ネクタイは生活スペースなので違和感が
あります）
･体力的に弱っている利用者がいるため、体調不良の評価者の方の来訪はご遠慮ください。
･利用者の個室には絶対に立ち入らないようにしてください。

Ⅲ．調査実施におけ
る利用者との関わり
方（距離感等）の希
望等

・立ってメモを取るような調査はやめて欲しい。
・利用者とは自然な形での会話はして欲しい。（挨拶や質問に答えることは是非してください）
・「介助」「介護」は基本的にしないでほしい。
・利用者にとっての「自宅」であるため、むやみに手伝いなどせず、お客さん的な動きを意識
して欲しい。

Ｍ．Ｓ １０日前に利用を開始。帰宅欲求が強く、現段階では家族の話は避
けて欲しい。

Ｋ．Ｋ 普段ベッドやソファで過ごすことが多く、目を閉じているが、眠ってい
ることは少なく、意識ははっきりしているため、会話は常に聞いている
ので、注意して欲しい。

・フロアの利用者８名中、６名は認知症の症状がかなり進行しています。
・利用者全員が、食事、入浴、排泄の何らかの介助が必要です。
・利用を開始してから間もない利用者の方が８名中２名いらっしゃいます。職員との
関係を現在構築しているところです。
・調査当日、職員に混じりボランティアの方が２名利用者の方の支援に加わる予定
です。

利用者イニシャル

Ⅱ．調査を実施する
フロア（ユニット）
で、特に個別に配慮
が必要な利用者に関
する情報

（識別メモ）
配慮すべき事項

事業者名 ○○△△ホーム

Ｈ．Ｓ 一週間前に利用を開始したばかり。環境の変化に未だ戸惑う場面あ
り。認知症がかなり進行していることもあり、見知らぬ人の関わりに混
乱するので留意して欲しい。

§§調調査査実実施施ににおおけけるる留留意意点点

Ⅰ．調査を実施する
フロア（ユニット）
の特徴

※利用者の発するサ
インに関するヒント
等

　　留留意意事事項項記記載載シシーートト

調査実施予定日時 ●●年　　５月　　２１日（　水　）　　１０：００　　～　　１５：００

【留意事項記載シートの使用方法例】

○機構が提供する標準調査票
・機構では、場面観察方式を実施する際に使用するための標準調査票として、「留意事項記載シート」、「調
査シート」、「調査結果記載シート」を提供しています。
・いずれのシートも、評価機関で工夫することが可能です。

　この留意事項記載シートは、場面観察方式による調査を実施するにあたり、できる限り利用者の不安感を
軽減するために事業者から情報を得るシートとして活用してください。利用者の生活空間に評価者等が立ち
入ることは、利用者の普段の生活とは異なる状態になります。そのような影響を最小限に抑えるために、事
業者からの指示や留意事項を遵守し、有効な調査を実施してください。

場面観察方式実施フロア名 □□

標準調査票の使用方法例①
[留意事項記載シート]

場面観察方式を実施するフロア（ユニット
など）の特徴について、事業者に記入依
頼します。利用者全体の特徴やケアの方
針なども記入してもらいます。

場面観察方式を実施するフ
ロア（ユニットなど）の調査を
実施する際に、特に配慮が
必要な利用者について記載
してもらいます。

※調査をするために必要最
少限の情報にとどめます。
※全員分を記載してもらう必
要はありません。

ののみみがが利利用用者者さされれたた記記入入※※
注注いいののでで無無でではは対対象象のの調調査査

！！！！意意

調査を実施する際の利用者への関
わりに関して、事業者が評価者へ望
むことの記載を依頼します。

特に利用者が不安に感じるような行

為、態度についての情報をしてもらい

ます。

調査実施に際し、評
価機関に留意して欲
しいことを全般的に
記載してもらいます。

※事前に準備が必
要な事項について
は、調査日前に連絡
をしてもらえるように
依頼します。

留意事項記載シートに記入され
た利用者を当日紹介された際に、
評価者等が本人を識別するため
のメモ欄です。
（記入例：赤いセーターの女性）
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【場面観察方式の調査の視点】

【調査シートの使用方法例】

株式会社　□□□□

○○　△△△

評価機関名

氏名

　この調査シートは、調査を実施する評価者一人ひとりがそれぞれに調査内容を記載するシートです。調査時に観
察することができた場面の中から、調査の視点によって切り取られた「利用者の発したサインとそれに対する職員
のかかわり」及び「サインとかかわりから評価者が読み取った利用者の気持ちの変化」を場面ごとに記載し、備忘
録として活用してください。
　この一人ひとりの調査内容をもとに、調査後合議をし、調査結果を導くことになりますので、有効な情報を得る
ために活用してください。また、事業者に対するフィードバックの際に、説明できる評価機関としての根拠になり
ますので、評価者ごとに記録をして保管します。

場場面面観観察察方方式式　　調調査査シシーートト　　

事業者名

ⅠⅠ．．利利用用者者のの発発ししたたササイインンととそそれれにに対対すするる職職員員
ののかかかかわわりり（（客客観観的的にに観観察察ししたた事事実実））

散歩中に道端で草を抜いたのであろうか。大事そう
に草を持って帰ってきたBさん。優しく扱う様子から、
植物を大切に思っている気持ちが伝わってきた。
表情の変化の少ないBさんであるが、いけた草に触
れる様子から、本当に植物が好きな方なのだろうと
思われた。
職員がそうしたBさんの気持ちを汲み、いけるための
カップを差し出すなどの支援をすることで、「植物を
大切にし、慈しみたい」というBさんの思いが実現し、
Bさんは満足した時間を過ごせていたように見受け
られた。

「「日日常常生生活活のの場場面面でで利利用用者者がが発発すするるササイインン※※（（呼呼びびかかけけ、、声声ななきき呼呼びびかかけけ、、ままななざざしし等等））ととそそ
れれにに対対すするる職職員員ののかかかかわわりり」」及及びび「「そそののかかかかわわりりにによよるる利利用用者者のの気気持持ちちのの変変化化」」

※※「「利利用用者者がが発発すするるササイインン」」ととはは、、利利用用者者がが欲欲求求をを表表すす行行為為、、伝伝ええるる行行為為等等、、現現状状かかららのの変変化化
やや同同調調をを望望むむアアククシショョンンののここととをを指指ししまますす。。

○○△△ホーム（認知症対応型共同生活介護）

記入者

ⅡⅡ．．左左記記ののササイインンととかかかかわわりりかからら評評価価者者がが読読みみ
取取っったた利利用用者者のの気気持持ちちのの変変化化

調査日時 ●●年　　５月　　２１日（　水　）　　１０：００　　～　　１５：００

リビングに利用者数名が座っている。窓辺に座って
いた利用者のAさんが、窓を見ながら低い唸り声を
出す。
職員が近づいて、「カーテンを開けましょうか？」と声
を掛け、レースのカーテンを開ける。
「葉っぱが綺麗ですね」と職員がAさんに言う。Aさん
はしばらく静かに窓の外を見ている。

Aさんは、窓の外の景色をよく見たいと思ったのかも
しれない。身体が不自由で言葉が出ないAさんは、
低い唸り声で職員に欲求を伝えていたようであっ
た。職員がそのことに気づき、カーテンを開けたこと
で、景色がよく見えるようになり、Aさんは気持ちが満
足したように思われた。

利用者Bさんが職員に付き添われて、散歩から帰っ
てくる。手にはぺんぺん草などの草を持っている。
ホームに着くと、Bさんは草の根をキッチンの流しで
洗い、新聞で包む。
その様子を見守っていた職員が、「これにいけても
いいですね」とカップを置くと、Bさんはカップに草を
いける。
職員が「少し切りましょうか」などと話しながら、Bさん
の表情を確認しつつ、いけた草を整える。
「素敵にできましたね」と職員が言うと、Bさんはその
カップをテーブルに持っていき、その前に座る。職
員が「お茶をどうぞ」と、湯呑を置く。Bさんはカップ
にいけた草を見つめたり、触れたりしながら、お茶を
飲み、しばらく過ごす。

評価者個人用

場面観察方式の調査を実施した
評価者ごとに記入するため、記
入者氏名を明記します。

調査の視点「日常
生活で利用者の
発するサインとそ
れに対する事業
者のかかわり」及
び「そのかかわり
による利用者の気
持ちの変化」に基
づいて調査し、記
録します。

調査シートは複
数枚準備し、調
査時間内に把握
できた内容を記
入できるようにし
ておきます。

標準調査票の使用方法例②
[調査シート（評価者個人用）]

・・
・・
・・
・・

・・
・・
・・
・・
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評価者
事業者

○○評評価価機機関関ととししててのの調調査査結結果果

○○「「評評価価機機関関ととししててのの調調査査結結果果」」にに対対すするる事事業業者者ののココメメンントト

《調査時に観察したさまざまな場面の中で、調査の視点に基づいて評価機関が選定した場面》

【場面観察方式の調査の視点】
「日常生活の場面で利用者が発するサイン※（呼びかけ、声なき呼びかけ、まなざし等）とそれに対する職
員のかかわり」及び「そのかかわりによる利用者の気持ちの変化」

　　　　　　　※　「利用者が発するサイン」とは、利用者が欲求を表す行為、伝える行為等、現状からの変化や
　　　　　　　　　 同調を望むアクションのことを指します。

記入者

《選定した場面から評価機関が読み取った利用者の気持ちの変化》

【調査結果記載シートの使用方法例】

　　この調査結果記載シートは、調査結果を評価機関としてまとめ、事業者に報告する際に活用してくださ
い。
　また、事業者コメントの記載依頼にも活用できます。

場面観察方式　調査結果記載シート

事業所名

調査日時

標準調査票の使用方法例③

[調査結果記載シート]

調査の視点に基づいて切り取った
場面を合議のうえ決定し、記載しま
す。

評価機関としての調査結果に対するコメントや、
利用者本人の意向の把握とその意向を踏まえ
た対応についての事業者の考え方や取り組み
の記載を依頼します。

  

  

（（１１））評評価価結結果果報報告告書書をを記記載載すするる際際ののポポイインントト（（共共通通評評価価項項目目にによよるる調調査査））  

評価結果報告書はサービス種別ごとに定められた様式を使用します。記載にあたっては、

以下のポイントを十分理解したうえで行ってください。 

 

記載欄 記載内容及び記載時のポイント 

利利用用者者調調査査  

調査対象 

 

回答した利用者の状況や背景等を記載します。 

○調査対象設定があるサービスについては、その設定についても記載し

ます。 

○利用者に乳児が含まれる場合には、乳児の人数と調査対象から除いた

旨を記載します。 

○やむを得ず調査対象から除いた利用者がいる場合には、その除いた理

由を明確に記載します。（入院中の利用者○名を除く等） 

・本人の意向を推察して家族等が回答した結果がある場合に、その内訳

等を記載することも有効です。 

調査方法 

 

手法で定める方式や調査時間帯、実施方法、実施場所などを記載します。 

○入所系サービスで有効回答者数が３名未満となり、場面観察方式を実

施した場合にはその旨を記載します。 

利用者総数 現在サービスを利用している利用者の総数 

○乳児など、調査対象とならない利用者も含みます。 

○調査対象が「保護者等」のサービス種別（認可保育所など）は、「利用

者総数」に児童数を、「利用者家族総数（世帯）」に保護者数（世帯単位）

を記載します。 

共通評価項目に

よる調査対象者数 

利用者総数のうち、実際にアンケート方式や聞き取り方式による調査を

行った人数 

○本来は調査対象であるにも関わらず、利用者が自らの意思により調査

を拒否した場合も「共通評価項目による調査対象者数」に含めます。 

共通評価項目に

よる調査の有効

回答者数 

調査結果として有効な回答が得られた人数 

○「有効な回答」とは、共通評価項目の回答と評価者が判断できるもの

です。また、すべての共通評価項目に対して回答した利用者のみを「有

効回答者」とするとは限りません。 

利用者総数に対

する回答者割合 

利用者全体に対する回答者の割合を自動で計算します。 

○回収率や回答率を求めるものではなく、利用者全体に対する回答者の

割合を示しているものです。 

利用者調査全体

のコメント 

調査結果を読み取るポイント、回答結果に影響する特別な事情※等 

○調査結果の要約や評価機関として、調査結果をどのように読んでどう

いう判断をしたかがわかるようなコメントが望まれます。記載に際して

は、個人が特定されないような配慮が必要です。 

６ 評価結果報告書作成の留意点 
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